
令和５年改正経審　審査項目別　最高点・最低点一覧

最高点 最低点 最高点 最低点
端数四捨五入 2,165 -18 2,159 6

計算値 2,164.85 -17.9 2,159.45 5.8
X１ 0.25 2,309 397 2,309 397
X2 0.15 2,280 454 2,280 454
Z 0.25 2,441 456 2,441 456
Y 0.2 1,595 0 1,595 0
W 0.15 2,109 -1,995 2,073 -1,837

最高点 最低点 最高点 最低点
端数切捨て 2,109 -1,995 2,073 -1,837
計算値 2,109.0 -1,995.0 2,073.8 -1,837.5

Ｗ＝（W1＋W2＋W3＋W4＋W5＋W6+W7+W8）×10×係数/200

最高点 最低点
Ｗ１①～⑥ 45 -120
Ｗ１⑦-1 1 0
Ｗ１⑦-2 1 0

Ｗ１⑧
10 0

Ｗ１⑨
5 0

Ｗ１⑩

15 0

Ｗ２
60 -60

Ｗ３ 20 0
Ｗ４ 0 -30

Ｗ５１ 20 0
Ｗ５２ 10 0
Ｗ６ 25 0
Ｗ７ 15 0

Ｗ８ 10 0
222 -210
237 -210

作成者
安部行政書士事務所
特定行政書士　安部　俊夫

審査基準日R5.8.14以降

総合評定値（Ｐ）＝0.25(X1) + 0.15(Ｘ２) + 0.20Ｙ + 0.25Ｚ + 0.15Ｗ

若年技術職員の継続的な育成及び確保
新規若年技術職員の育成及び確保

審査項目別
最高・最低点数

P

国又は国際標準化機構が定めた規格
による認証又は登録の状況

労働福祉の状況の点数

公認会計士等の数
監査の受審状況の評点

研究開発の状況の評点
建設機械の保有状況

建設業の営業年数
（法的整理会社は一律に-60点）

防災協定締結の有無の評点
法令遵守の状況の評点

知識及び技術又は技能の向上に関する取組
の状況

WLB（ワークライフバランス）に関する取組の
状況

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積す
るために必要な措置の実施状況
（CCUSの導入状況）
※審査基準日 R5.8.14以降から評価対象

R5.1.1～審査基準日R5.8.13

審査基準日R5.8.14以降
190 175

合計その１　（R5.1.1～審査基準日 R5.8.13まで）
合計その２　（審査基準日 R5.8.14以降）

W点の評価項目

W点

W点の計算
係数

R5.1.1～審査基準日R5.8.13


